
様式（１）-①

都市再生整備計画（第１回変更）
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令和８年２月
事業名 確認

都市構造再編集中支援事業
都市再生整備計画事業
まちなかウォーカブル推進事業



目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 154 ha

令和 7 年度　～ 令和 11 年度 令和 7 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

大目標　市民や国内外からの観光客等でにぎわう交流拠点の形成
　目標１　青森駅周辺の官民連携による持続的な賑わい創出
　目標２　既存ストックの有効活用等による回遊性の向上

都道府県名 青森県 青森市 青森駅周辺地区

計画期間 交付期間 11

○本市は、明治期より本州と北海道を結ぶ拠点都市として、港と駅のにぎわいなどに支えられて発展し、青森駅を中心に商業・業務等が集積する中心市街地を形成してきたが、高度成長期のモータリゼーションの進展に伴い都市生活の郊外化が進
み、中心市街地の空洞化による地域活力の低下が課題となってきた。
○このような背景のもと、平成11年にはコンパクトシティの形成を都市づくりの基本理念とする都市計画マスタープランを策定し、本市の顔と位置づけた中心市街地地区については、平成10年に中心市街地再活性化基本計画を策定し、中心市街地活
性化法に基づく認定計画として、青森市中心市街地活性化基本計画（第1期：平成19年、第2期：平成24年）を策定し、「ウォーカブルタウン」をキーワードに、これまで様々な事業を展開してきた。
○ハード面での取組としては、市が主体となって、
・平成22年12月の東北新幹線新青森駅開業に向けた、青森駅の総合交通ターミナル機能の強化（東口駅前広場の整備）や文化観光交流施設（ねぶたの家ワ・ラッセ）の整備（平成22年完了）、
・鉄道で分断された駅東西の市街地をバリアフリーで結ぶ青森駅自由通路や西口駅前広場の整備（令和6年完了）、
にいて、順次、整備を進めてきた。
〇また、近年、青森駅周辺では、
　　　・市役所の総合窓口機能、青森商工会議所の移転（平成30年）
　　　・国際クルーズ船ターミナルの供用開始（平成31年）
　　　・青森駅前ビーチの供用開始（令和3年）
　　　・再開発事業による商業施設やホテル・マンションのオープン（令和5～6年）
　　　・青森駅東口へのJR青森駅東口ビル（商業施設、ホテル、行政施設）のオープン（令和6年）
　といった形で、官民が連携した様々なまちづくりの取組が進められてきた。
○令和5年には、このような取組を同地区の継続した活性化に繋げていくために、また、同地区で抱える様々な課題（歩行者通行量の減少、周辺道路の老朽化、渋滞等）を関係者間で共有しつつ、近年の社会情勢の変化に応じた道路空間再構築・利
活用に関する知見を深めることで、今後のよりよいまちづくりに繋げていくための「青森駅周辺ウォーカブル勉強会」を定期的に開催している。

〇青森駅周辺地区では、これまで進めてきたハード面の整備やインバウンド需要の拡大を、同地区の賑わい創出や経済活性化につなげるための取組が必要である。
　（クルーズ客船が寄港する青森港新中央ふ頭から青森駅、ねぶたの家ワ・ラッセ等の主要施設への回遊性の向上など）
〇同地区では空き地や空き店舗が点在しており、これらの有効活用により魅力的で個性的なエリアを形成し、賑わいと回遊性の向上を図る必要がある。
　（観光客や市民が同地区の商店街を歩いて回遊したくなるような魅力の向上など）
〇このためには、専門的な知見を有したまちづくりプレイヤーによる継続的かつ効果的なソフト面での取組が必要である。

　【青森市総合計画前期基本計画（2024年度～2028年度）】（2024年度策定）
　「まちをデザインする」
・政策　　　　交流拠点としての中心市街地の形成
・主な取組　本市の顔である中心市街地において、既存ストックの有効活用や都市機能の誘導等による、回遊性の向上や来街しやすい環境づくりを進めることなどを通じて、市民や国内外からの観光客等でにぎわう交流拠点の形成を図ります。



一体型滞在快適性等向上事業及びまちなかウォーカブル推進事業の計画

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人/日 R5 R11

人/年 R5 R11

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

青森駅を拠点とし駅から歩いて回遊可能な商業施設や観光施設、官公庁などの主要な施設や場所を囲うように滞在快適性等向上区域を設定しており、地元商店街や沿道の民間事業者などと連携し、道路空間の活用などを通じて居心地の良いまち
なかを創出する。

滞在快適性等向上区域での取組
同地区において、賑わいと回遊性を向上するために、既存ストックを有効活用し、継続的かつ効果的なソフト事業を展開する。

滞在快適性等向上区域の考え方

年間観光施設入込客数
青森駅周辺観光３施設（文化観光交流施設 ワ･ラッセ、
八甲田丸、県観光物産館アスパム）の年間入込客数の
合計

継続的かつ効果的なソフト事業の展開により、同地区における年
間観光施設入込客数について、過去の最高値（H31）への回復及
び維持を目指す。

1,850,108 1,861,770

青森駅周辺地区の歩行者通行量 中心市街地20地点における歩行者通行量の合計

継続的かつ効果的なソフト事業の展開により、近年減少傾向にあ
る歩行者数に歯止めをかける。 45,660 45,660



整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他
【青森駅周辺地区ウォーカブル勉強会】
目的：同地区における様々な課題（歩行者通行量の減、渋滞等）を関係者間で共有しつつ、近年の社会情勢の変化に応じた道路空間再構築・利活用に関する知見を深めることで、今後のより良いまちづくりにつなげていくもの。
メンバー：県・市のまちづくり担当者及び道路管理者、青森商工会議所、地元商店街、民間事業者、県警本部（交通管理者）

方針に合致する主要な事業
整備方針１
青森駅周辺の官民連携による持続的な賑わい創出

【基幹事業】滞在環境整備事業：中心市街地滞在環境等向上事業（エリアマネジメント）
【基幹事業】滞在環境整備事業：まちなか空き店舗等再生・活用モデル事業
【関連事業】エリア価値向上整備事業：まちなかDX推進事業
【関連事業】エリア価値向上整備事業：まちなかレンタサイクル社会実験
【関連事業】青森駅周辺地区道路空間利活用社会実験

整備方針２
既存ストックの有効活用等による回遊性の向上

【提案事業】地域創造支援事業：空き店舗リノベーション支援事業
【関連事業】青森駅周辺地区道路空間利活用社会実験

勉強会での課題共有
勉強会での「目標」の実現に向けた取組イメージ



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（まちなかウォーカブル推進事業） 様式（１）-④-４

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路

公園

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

街なみ環境整備事業

エリア価値向上整備事業

エリア価値向上整備事業

こどもまんなかまちづくり事業

滞在環境整備事業 青森市 直 R7 R11 R7 R11 90.9 90.9 90.9 90.9

滞在環境整備事業 青森市 直 R7 R7 R7 R7 12.4 12.4 12.4 12.4

計画策定支援事業

合計 103.3 103.3 103.3 0.0 103.3 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

民間事業者 間 R7 R8 R7 R8 47.2 47.2 23.6 23.6 23.6

合計 47.2 47.2 23.6 23.6 23.6 …B

合計(A+B) 126.9
（参考）都市構造再編集中支援関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

中活協 - 〇 R7 R11 14.8

中活協 - 〇 R7 R11 18.5

青森市ほか - 〇 R7

合計 33.3

交付対象事業費 126.9 交付限度額 63.4 国費率 0.5

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

中心市街地滞在環境等向上事業（エリアマネジメント）

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

空き店舗リノベーション支援事業

事業活用調査

まちづくり活動推進事
業

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

全体事業費

まちなかDX推進事業 青森駅周辺地区

まちなかレンタサイクル社会実験 青森駅周辺地区

青森駅周辺地区道路空間利活用社会実験 青森駅周辺地区

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名

まちなか空き店舗等再生・活用モデル事業

規模
（いずれかに○） 事業期間



協定制度等の取り組み

官民連携によるエリアマネジメント方針等

制度別詳細１ 制度別詳細２ 制度別詳細３ 制度別詳細４ 制度別詳細５ 制度別詳細６ 制度別詳細７ 制度別詳細８ 制度別詳細９ 制度別詳細１０ 制度別詳細１４
道路占用許可特
例（法第46条第10
項）

河川敷地占用許
可（河川敷地占用
許可準則22）

都市公園占用許
可特例（法第46条
第12項）

都市利便増進協
定（法第46条第25
項）

都市再生整備歩
行者経路協定（法
46条第24項）

低未利用土地利
用促進協定（法46
条第26項）

［滞在快適性等向
上区域］
一体型滞在快適
性等向上事業（法
第46条第3項第2
号）

［滞在快適性等向
上区域］
都市公園占用許
可特例（法第46条
第14項第1号）

［滞在快適性等向
上区域］
公園施設設置管
理許可特例（法第
46条第14号第2号
イ）

［滞在快適性等向
上区域］
公園施設設置管
理協定（法第46条
第14項第2号ロ）

［滞在快適性等向
上区域］
普通財産の活用
（法第46条第14項
第4号）

1 R8～R11 公募選定された事業者 ○

2

3

4

5

滞在快適性等向上区域における駐車場の配置方針等

制度別詳細１１ 制度別詳細１２ 制度別詳細１３

［滞在快適性等向
上区域］
路外駐車場配置
等基準（法第46条
第14項第3号イ）

［滞在快適性等向
上区域］
駐車場出入口制
限（法第46条第14
項第3号ロ）

［滞在快適性等向
上区域］
集約駐車施設（法
第46条第14項第3
号ハ）

1

取組 取組の目的/取組によって解決される課題 開始時期

活用する制度

事業主体(占用主体）

活用する制度

●食事施設、購買施設その他これらに類する施設の設置
　道路空間を有効活用し、青森駅自由通路の通行者又は利用者
の利便の増進に資する休憩施設、物販施設、イベント施設等を
設置する。

歩行者の滞在環境の向上と青森駅周辺地
区のにぎわい創出を図る。

事業 事業の目的/事業によって解決される課題 事業期間



制度別詳細1（道路占用に関する事項）法第46条第10項

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】

道路交通環境の維持
及び向上を図るための措置

1
休憩施設、物販施設、イベント施
設等

・活用する道路空間及びその周辺の清掃を実施する。
・ベンチ等休憩施設の設置によりくつろぎ空間を創出する。
・自由通路内での緊急的な事象に対し、的確な一次対応（道路管理者・鉄
道管理者への連絡、歩行空間確保のための応急措置等）を行う。

制度の活用計画

占用対象施設 占用の場所

道
路
占
用
許
可
特
例
対
象
施
設

路線名：篠田一丁目1号線（青森駅自由通路）



制度別詳細１-１（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号１，２，３

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】
制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図

道路占用許可の特例を活用し、にぎわ

いのあるまちづくりを行う予定の区域

青森駅自由通路
東

口

駅

前

広

場

西

口

駅

前

広

場

改札

道路占用許可特例活用箇所



制度別詳細１-２-①（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号１，２，３

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

東口方面

西口・改札方面

W:2.50m

L:9.50m

A A'

【配置計画図】 【イメージ写真】

＜凡例＞

道路占用許可の特例を

活用する予定の区域

【断面図】

A - A'



制度別詳細１-２-①（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号１，２，３

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

東口方面

【配置計画図】 【イメージ写真】

W:3.00m

L=70.00m

＜凡例＞

道路占用許可の特例を

活用する予定の区域

【断面図】

改札

西口

L=70.00m

W:0.60m

L=8.00m

W:2.50m

B B'

C C'

B - B' C - C'



都市再生整備計画の区域

　青森駅周辺地区（青森県青森市） 面積 154 ha 区域
青森市安方一丁目、二丁目、新町一丁目、二丁目、古川一丁目、長島一丁目の全部
本町三丁目、古川二丁目、柳川一丁目、二丁目の一部

※　計画区域が分かるような図面を添付すること。

【図面作成上の留意点】

・下図は都市計画総括図を使用すること。未都計
の場合は、適宜下図を作成すること。
・Ａ４横長であれば、縮尺は自由。ただし、必ずス
ケールバー・方位を記入すること。
・都市再生整備計画の区域を赤太線縁取りとし、
地区名、区域面積を記入すること。
・地区の相対的な位置関係が明確になるように、
国道、高速道路、IC、鉄道、鉄道駅、ランドマーク
となるような施設（市役所、文化会館等）について
は、必ず図示すること。
・その他必要な事項は適宜追加してよいが、必ず
凡例を記入すること。

【記入要領】
・「区域」欄は、計画区域の主な所在地を記入すること。

例）○○町○丁目、○丁目、○○町○丁目の全部と○○町○丁目、○○町○丁目の一部116.7111

都市機能誘導区域

計画地区

凡 例

八甲田丸

文化観光交流施設
ワ・ラッセ

A-FACTORY

青い海公園連絡橋

西船溜地区緑地

青い海公園
（柳川地区）

あすなろ橋

市民ホール

市役所
駅前庁舎

駅前
公園

ミッドライフタワー

青森ベイブリッジ

青い海公園

県観光物産館
アスパム

善知鳥神社

青い森公園

県庁

市役所
本庁舎

市役所
柳川庁舎

青森湾国際
フェリーターミナル

あおもり駅前
ビーチ

青森駅



青森駅周辺地区の歩行者通行量 （人/日） 45,660 （R5年度） → 45,660 （Ｒ11年度）

年間観光施設入込客数 （人/年） 1,850,108 （R5年度） → 1,861,770 （Ｒ11年度）

（　　　　） （　　　年度） → （　　　年度）

青森駅周辺地区（青森県青森市）　整備方針概要図（まちなかウォーカブル推進事業）

目標 市民や国内外からの観光客等でにぎわう交流拠点の形成
代表的な
指標

市役所
駅前庁舎

ミッドライフ
タワー

善知鳥神社

様式（１）-⑦-１

□提案事業
・地域創造支援事業
空き店舗リノベーション支援事業
事業期間 R7～R8 事業費 23.6百万円

○関連事業
・エリア価値向上整備事業
まちなかレンタサイクル社会実験
事業期間 R7~R11 事業費 18.5百万円

○関連事業
・エリア価値向上整備事業
まちなかDX推進事業
事業期間 R7~R11 事業費14.8百万円

○関連事業
・青森駅周辺地区道路空間利活用社会実験
事業期間 R7~

○参考
【歩行者利便増進道路（ほこみち）の指定】
柳町通り（R6.4指定）

八甲田丸■基幹事業
・滞在環境整備事業
中心市街地滞在環境等向上事業
（まちづくりプレイングパートナーによるエリアマネジメント）
事業期間 R7～R11 事業費 90.9百万円

■基幹事業
滞在環境整備事業
まちなか空き店舗等再生・活用モデル事業
（3店舗）
事業期間 R7 事業費 12.4百万円

文化観光交流施設
ワ・ラッセ

:  都市再生整備計画の区域

: 滞在快適性等向上区域

: 都市機能誘導区域

: 居住誘導区域

青森駅周辺地区 74.4ha

青森駅
Ａ－ＦＡＣＴＯＲＹ

市役所
柳川庁舎

県観光物産館
アスパム

青い海公園

青森湾国際
クルーズターミナル

市役所
本庁舎

青い海公園
（柳川地区）

○参考
【道路占用許可特例制度の活用】
青森駅自由通路
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